
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

公

告

】

○

建

設

業

法

に

基

づ

く

行

政

処

分

に

係

る

聴

聞

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

企

業

局

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

総

務

企

画

課

岡

山

県

公

報

令和３年１０月２６日 第１２３３９号



〔
四
四
〇
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処

分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
聴
聞
を
行
う
。

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

聴
聞
の
件
名

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
及
び
特
定
建
設
業
許
可
の
取
消
し

二

当
事
者
の
商
号
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

１

商
号

有
限
会
社
宝
蔵
田

２

代
表
者
の
氏
名

西
江

悠
子

３

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
山
七
一
七

４

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般
・
特

二
九
）
第
二
一
三
〇
三
号

－

５

許
可
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日

三

聴
聞
の
期
日

令
和
三
年
十
一
月
九
日
（
火
）
午
前
十
時
か
ら

四

聴
聞
の
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
収
用
委
員
会
室

令和３年１０月２６日　岡山県公報　第１２３３９号



〔
四
四
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

高
梁
市
下
谷
町
五
〇
五
〇

、
五
〇
五
〇

、
五
〇
五
一

、
五
〇
五
一

、
五
〇

－
－

－
－

一

二

一

二

、

五
四

、
五
〇
五
五

、
五
〇
五
六

、
五
〇
五
四

、
五
〇
四
三

、
五
〇
五

－
－

－
－

－

一

一

三

三

一
一

二

二
地
先
水

二
、
五
〇
四
四

、
五
〇
五
二
地
先
道
、
五
〇
四
四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者

一
二

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
八
六
二－

株
式
会
社
カ
ザ
ケ
ン

代
表
取
締
役

田
村

謙
治

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
三
号
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〔
四
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

高
梁
市
下
谷
町
五
〇
五
〇

、
五
〇
五
〇

、
五
〇
五
一

、
五
〇
五
一

、
五
〇

－
－

－
－

一

二

一

二

五
四

、
五
〇
五
五

、
五
〇
五
六

、
五
〇
五
四

、
五
〇
四
三

、
五
〇
五

－
－

－
－

－

一

一

三

三

一
一

二

二
地
先
水

二
、
五
〇
四
四

、
五
〇
五
二
地
先
道
、
五
〇
四
四

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
通
路
、
公
園
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

一
二

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
八
六
二－

株
式
会
社
カ
ザ
ケ
ン

代
表
取
締
役

田
村

謙
治

五

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
三
号

令和３年１０月２６日　岡山県公報　第１２３３９号



◎
岡
山
県
企
業
局
公
告
第
三
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契

。

約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

片

山

誠

一

一

特
定
役
務
の
名
称

発
電
総
合
管
理
事
務
所

集
中
監
視
制
御
シ
ス
テ
ム
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
改
修
委
託

二

契
約
期
間

令
和
三
年
十
月
十
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
企
業
局
総
務
企
画
課

岡
山
県
岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
十
月
十
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

三
菱
電
機
株
式
会
社

中
国
支
社

広
島
県
広
島
市
中
区
中
町
七
番
三
二
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

七
一

五
〇
〇

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六

五
〇
〇

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

令和３年１０月２６日　岡山県公報　第１２３３９号


